








 

 

 

●農薬登録適用範囲の変更内容（令和元年 3 月 27 日） 

 

 

・石灰窒素５５（粒状）が対象です。 

   石灰窒素５０、石灰窒素４０は登録申請中です。 

【変更前】

適用病害虫
雑草名

使用量
（kg/10a）

使用時期
本剤の
使用回数

使用方法
石灰窒素を
含む農薬の
使用回数

水田一年生
雑草

50～70
は種前又は
植付前

１回 散布 ―

【変更後】

作物名 適用場所
適用病害虫
雑草名

使用量
（kg/10a）

使用時期
本剤の
使用回数

使用方法
石灰窒素を
含む農薬の
使用回数

水稲 ―
水田一年生
雑草

30～70
は種前又は
植付前

１回 散布 ―

水田作物
（水田刈跡）

水田刈跡
水田一年生
雑草

50～70
水田作物
刈取後

１回 散布 ―

作物名

水稲










